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奈良県高齢者居住安定確保計画の改定について
○平成２６年9月に策定した「奈良県高齢者居住安定確保計画」について、計画期間が今年度末であるため、見直しを行う。
○平成２９年12月に改定した「奈良県住生活ビジョン」、平成３０年3月に改定した「奈良県高齢者福祉計画及び第７期奈良県介護保険事業支援計
画」を踏まえ、検討を行う。
○高齢者居住安定確保計画の改定にあたっては、奈良県住生活推進委員会でのご意見をいただきながら検討を進める。

今後のスケジュール高齢者居住安定確保計画と住宅・介護に関する計画との関係
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３
高齢者の住まいへの包括的な支援

（情報提供、相談、居住支援の促進）

２
高齢者が地域に住み続けるための支援

（医療・介護・生活支援の充実、まちづくりの推進）

１

高齢者の住まいの確保への支援

（供給・管理・リフォーム等支援）

③高齢者のニーズに応じた住まいへの
居住支援

②高齢者が住み慣れた地域に住み続
けるための環境整備

④多様な地域性への対応

⑤分野横断的な取組の強化

①高齢者が安心して暮らせる良質な住ま
いの形成

現状の課題 基本目標 施策の柱・推進方策

高齢者居住安定確保計画の位置づけ

・高齢者居住安定確保計画は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」

第４条に基づく計画。

・「奈良県住生活基本計画」及び「奈良県住生活ビジョン」、「奈良県高齢者

福祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画」をふまえ、住宅政策と福祉

政策が連携して、高齢者の住まいに関わる政策について総合的に取り組

むことを目的として策定。

・計画期間は平成31（2019）年度～平成35（2023）年度の５ヶ年。
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高齢者居住安定確保計画の構成の考え方

奈良県高齢者居住安定確保計画（改定案）の概要
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１ 高齢者の住まいの確保への支援（供給・管理・リフォーム等支援）

（１）高齢者が安心して暮らせる住まいづくりの促進

高齢になっても住み慣れた住まいで安全・安心に暮らせるよう、住まいの耐
震化やバリアフリー化の促進及び被災時に住まいを速やかに復旧できる環
境を整備します。

①安全・安心な住まいづくりの促進

②マンション居住者が安心して暮らせる環境整備の促進

（２）高齢者が住みよい賃貸住宅等の供給の推進

サービス付き高齢者向け住宅やセーフティネット住宅、バリアフリー化さ
れた県営住宅等の供給を推進するとともに、適正な管理を促進します。

①サービス付き高齢者向け住宅の供給と管理

②セーフティネット住宅の登録の促進

・セーフティネット住宅の登録制度の推進 等

・住まいづくりアドバイザーの派遣支援 ・住宅・建築物耐震対策補助事業の実施
・災害時における円滑な住宅の応急修理の支援 等

・サービス付き高齢者向け住宅の供給
・「奈良県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準」の規定 等

・マンション管理基礎セミナーの実施 等

③高齢者が住みやすい公的賃貸住宅の供給と管理

④高齢者向け賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進

・県営住宅の高齢者への優先入居の実施 ・県営住宅の建替事業の推進 等

・「奈良県高齢者福祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画」に基づき、
認知症グループホームや介護老人福祉施設等の供給を促進

① サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム

② 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、
認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）、介護老人福祉
施設、介護老人保健施設

平成35（2023）年までに、約9,000人分を供給

奈良県高齢者福祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画
に基づき、需要量を勘案しながら供給を促進

高齢者居宅生活支援体制が確保された
賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要
①住戸の基準

○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること

（廊下幅、段差解消、手すり設置）

②サービスの基準
○必須サービス：安否確認
サービス・生活相談サービス

※その他のサービスの例：
食事の提供、清掃・洗濯等の
家事援助
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新たな住宅セーフティネット制度の概要

住宅

福祉住宅

福祉

住宅

福祉住宅

福祉住宅

住宅

福祉住宅

奈良県高齢者居住安定確保計画（改定案）の概要

○高齢者になっても住み慣れた住まいで暮らせるよう、安心して暮らせる住まいづくりや住みよい賃貸住宅の供給を促進
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都道府県等

登録 情報提供

要配慮者の入居を
拒まない住宅（登録住宅）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（立上り期に国の直接
補助あり）

・家賃低廉化補助
・改修費融資
（住宅金融支援機構）

・家賃債務
保証料補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

国と地方公共団体等
による支援

【併設施設】

診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

サービス付き高齢者向け住宅
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（１）医療・介護・生活支援サービスの充実

医療・介護・生活支援サービスを円滑に利用できるよう「奈良県高齢者福
祉計画及び奈良県介護保険事業支援計画」に基づき、医療サービスや
介護サービス等の拡充を図ります。

①医療・介護の提供体制の整備及び連携の推進

②多様な主体との連携による日常生活支援サービスの充実

・生活支援サービスを実施する事業者その他多様な主体の参画
・担い手の育成

（２）高齢者等の暮らしを支えるまちづくりの推進

高齢者が住み慣れた地域に住み続けるためには、医療・介護・生活支援
サービスの充実に加え、暮らしに必要な商業施設や公共交通機関等が必
要となります。高齢者を含め、全ての人々にとって暮らしやすいまちづくり
を推進します。

①医療・介護サービスをはじめとする生活に必要な機能が充実したまちづくり
・天理県営住宅等の余剰地を活用した地域サービス機能の整備に関する検討 等

・医療・介護にかかる総合相談体制の整備
・在宅介護を支援する地域密着型介護サービス基盤の拡充 等

２ 高齢者が地域に住み続けるための支援（医療・介護・生活支援の充実、まちづくりの推進）

○高齢者が住み慣れた地域に住み続けられるよう、医療や介護、生活支援サービスの充実や暮らしを支えるまちづくりを推進

（３）高齢者の暮らしを支えあう住まいづくりの促進

・「高森のいえ」プロジェクトの周知・展開
・南部・東部集落づくり推進支援事業

周辺に日常生活に必要な施設がなく、また公共交通が不便な地域がみら
れます。このような地域では、地域の拠点に集まって住むという取り組み
の検討も考えられます。

地域包括ケアシステムの図

多世代が暮らしやすい住まいづくり・まちづくりプロジェクト
■近鉄大福駅周辺地区拠点整備事業

多世代居住のまちづくりを目指して、県営
住宅の建替事業に伴い発生する余剰地に、
高齢者支援施設等の導入を検討します。

②安全でシームレスに移動できるバリアフリー環境の整備

・安心して暮らせる地域公共交通確保事業
・住みよい福祉のまちづくりの推進 等

こども園、高齢者支援
関連施設等の住生活
の拠点を導入の検討

【桜井県営住宅
イメージパース】

■天理団地余剰地を活用したプロジェクト

県営住宅用地を活用して、多世代が
住み続けられるまちづくりを推進する
ため、生活支援施設等の誘致を検討
します。

生活支援
施設等の
誘致

【イメージ
パース】

老朽化した県営
住宅の集約建替

高森のいえプロジェクト（十津川村）
「住み慣れた地域や家で暮らしたい」と

の住民の声を踏まえて、村に医療・介
護・福祉の拠点でもある安心拠点を設け
る取り組みを進めています。

村唯一の特別養護老人ホームの隣接地
に、高齢者向け賃貸住宅やふれあい交
流センター等を整備し、地域の拠点に集
い、支えあいながら住む取り組みが始
まっています。

医大・周辺まちづくり概要図

新キャンパス
予定地

国道２４号
（大和高田BP）

国道
24号

国道１６６号

新駅
候補地

近鉄電車
国道
169号県道

161号

国道
169号

県立医大
附属病院

新設橿原市道

新駅設置と医大隣接の利点を
活かした医療の充実した賑わ
いのある健康長寿のまちづくり
を進めます。

橿原市白地図画像データを加工

医大・周辺まちづくりプロジェクト

【高森のいえ】

（事例）

（事例）

福祉

福祉

住宅

福祉住宅

交通

福祉住宅
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居住支援団体

（居住支援法人、社会福祉協議
会、ＮＰＯ、社会福祉法人 等）

不動産関係団体

高齢者

県

住宅部局 福祉部局

市町村

住宅部局 福祉部局

住宅
関連
事業者

地域
コミュ
ニティ

地域

包括ケア
センター

家族

親族
知人

ＵＲ･
ＪＨＦ

福祉関係団体 医療関係団体

自治会

３ 高齢者の住まいへの包括的な支援（情報提供、相談、居住支援の促進）

○身体機能や生活環境の変化等により住み替えを希望する場合に、円滑に住み替えができるよう、住まいの情報提供やNPO法人や社会
福祉法人などの多様な主体による居住支援（住まいの相談等の入居支援と見守り等の生活支援）を実施

（１）住まいに関する情報提供

（２）多様な主体による居住支援の促進

円滑に住み替えができるよう、NPO法人や社会福祉法人等の多様な主体
による居住支援の取り組みを促進します。

・住まいの情報提供 等

・居住支援体制の構築に向けた会議の設置 ・奈良県居住支援協議会の活用 等

身体機能や生活環境の変化等により、住み替えを希望する高齢者に対して、
住まいの情報の提供や住み替えを支援する取り組みを行います。

施策の推進方策

○地域の特性に応じた施策の推進 ○庁内及び市町村、公的主体、民間との連携

■奈良・西和・東和・中和圏域

■南和圏域

地域の支え合いの他に、福祉サービスや居住
支援の取り組みを行う法人に対する支援により、
多様な主体が高齢者を支える仕組みづくりを促
進します。

また、東和圏域については、南和圏域と同様、
地域の課題に対する取り組み事例の周知等を
行い、地域の取り組みを支援します。

「奈良県高齢者福祉計画及び第７期奈良県介
護保険事業計画」と整合を図るため、二次保健
医療圏をもとに、地域を設定します。

医療・福祉等の地域の拠点に移住を促す取り
組みなど、地域の課題に対する取り組み事例の
周知等を行い、地域の取り組みを支援します。

社会福祉法人やすらぎ会の取り組み（天理市）

○住宅セーフティネット法に基づく居住支援法
人の指定を受けている。

○高齢者の転居支援を行うため、宅地建物
取引士保持者の雇用及び不動産業者との
連携を行い、家主・高齢者双方安心して賃
貸契約ができるよう支援している。

○継続的な生活支援として、定期的な見守り
や関係各所との情報共有を行っている。

県の住宅部局と福祉
部局、また県と市町村
との連携を図るととも
に、奈良県居住支援
協議会を活用して、福
祉、医療、介護、住
宅・不動産等様々な関
係者との連携を促進
することにより、高齢
者の住まいの確保を
支援する取り組み
を促進します。

（事例）
住宅 福祉

住宅 福祉

奈良県高齢者居住安定確保計画（改定案）の概要

奈良県居住支援協議会
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